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 神
かん

奈
な

備
び

丘
きゅう

陵
りょう

と木
き

津
づ

川
がわ

に挟まれる土地にある精
せい

華
か

町
ちょう

では、自然の恵みと温暖な気候を活かし、古く

から農業が盛んに行われてきました。町内に広がる田園の風景と、町内各地に残される様々な伝統行

事は、その歴史を色濃く語ります。 

高度経済成長期以降は、関
かん

西
さい

文
ぶん

化
か

学
がく

術
じゅつ

研
けん

究
きゅう

都
と

市
し

（学
がっ

研
けん

都
と

市
し

）をはじめ、新たな“まち”が開かれまし

た。精華町に生まれたこれらの“まち”は、そこに暮らす人びととともに、精華町の現代史を形作る重要

なピースとなっています。 

 

文化財の保存と活用を目的とする「精華町文化財保存活用地域計画」では、既存の「文化財」という

言葉のイメージにとらわれず、精華町の特徴を形作るもの・こと・ところ・こころ全般を対象としました。

古くから受け継がれてきた昔ながらの文化と、新たに形作られた新しい文化双方を「精華町の宝もの」

としてとらえ、精華町の歴史文化を総合的に守り、活かすことを意図しています。 

 

目まぐるしく変わる社会情勢の中で、精華町の宝ものは時に身近にありすぎ、時に縁遠くありすぎ

て、関心が薄まり、維持が困難となっているものも数多くあります。このような状況の中で、精華町の

宝ものをあらためて町の過去
か こ

と現代
い ま

の中に位置付け直し、その価値をまちづくりに活かすとともに、

その価値を未来
さ き

へ守り伝えていくことを目的として、本計画を策定いたしました。 

 

 最後になりましたが、計画策定にあたりご尽力賜りました精華町文化財保存活用地域計画作成協議

会・精華町文化財保護審議会の委員の皆さまをはじめ、町内各文化財所有者・管理者の皆さま、関係

機関の皆さま、貴重なご意見をお寄せいただいた多くの町民の皆さまに心から御礼申し上げます。ま

た、本計画をご覧になられた皆さまにおかれましては、本計画の推進にご理解とご協力を賜わります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

令和８年３月 

精華町教育委員会 

教育長 
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